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支配株主等に関する事項について 

 

 当社の親会社である株式会社みずほフィナンシャルグループ及び株式会社みずほコーポレート銀行につい

て、支配株主等に関する事項は、以下の通りとなりますので、お知らせいたします。 

 

a 親会社、支配株主（親会社を除く。）又はその他の関係会社の商号等             

      （平成 23 年 3 月 31 日現在） 
議決権所有割合（％） 

名称 属性 
直接所有分 合算対象分 計 

発行する株券が上場されている 

金融商品取引所等 

株式会社みずほ
フィナンシャル
グループ 

親会社 0 59.49 59.49
株式会社東京証券取引所 市場第一部
株式会社大阪証券取引所 市場第一部
ニューヨーク証券取引所（米国） 

株式会社みずほ
コーポレート銀
行 

同上 59.45 0.00 59.45 非上場 

 

 

ｂ 親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の名称及びその理由 

 

上場会社に与える影響が最も大きい

と認められる会社の名称 
株式会社みずほフィナンシャルグループ 

その理由 
最終的な影響力を行使し得る立場にあり、企業グループとし

ての方向性を決定できる資本上位会社 

 

 



 

ｃ 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 

 

①親会社等の企業グループにおける

上場会社の位置付け、親会社等やその

グループ企業との取引関係や人的関

係、資本関係 

上記 a の通り、企業グループの資本上位会社である株式会社み

ずほフィナンシャルグループ及び同社の完全子会社である株式会

社みずほコーポレート銀行が、直接又は間接に当社議決権の過半

数を保有する親会社であります。 

当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループを金融持株会

社とするみずほグループにおいて、グローバルコーポレートグル

ープのフルライン証券会社として、付加価値の高い金融サービス

を提供しております。 

また、平成 23 年 6 月 30 日現在、当社の役員 13 名（うち取締役

8 名、監査役 5 名）のうち、監査役 1 名が株式会社みずほフィナ

ンシャルグループの監査役を兼任しております。 

 

②親会社等の企業グループに属する

ことによる事業上の制約、リスク及び

メリット、親会社等やそのグループ企

業との取引関係や人的関係、資本関係

などの面から受ける経営・事業活動へ

の影響等 

株式会社みずほコーポレート銀行、さらに資本上位会社である

株式会社みずほフィナンシャルグループは、当社議決権の過半数

を保有しておりますので、当社の経営方針等を決定するにあたっ

ては、親会社の経営方針が大きく影響を及ぼし得る状況にありま

す。 

 

③親会社等の企業グループに属する

ことによる事業上の制約、親会社等や

そのグループ企業との取引関係や人

的関係、資本関係などの面から受ける

経営・事業活動への影響等がある中に

おける、親会社等からの一定の独立性

の確保に関する考え方及びそのため

の施策 

当社は、みずほグループにおいて、当社の強みであるホールセ

ールからリテールまでの顧客基盤、銀行系証券としての強固な経

営基盤、商品開発力・提案力やグローバル展開力を活かすべく、

業務運営に取り組んでおりますが、親会社からの事業活動の独立

性を高めるため、当社独自の経営戦略を策定しております。 

親会社との兼任役員については、当社の役員 13 名中 1 名にとど

まることから、独自の経営判断を行うことができる状況にあると

考えております。 

 

④親会社等からの一定の独立性の確

保の状況 

当社は、親会社の企業グループと連携ネットワーク強化による営

業基盤の拡充を図っておりますが、親会社及びみずほグループ他社

との事業の棲み分けは明確になされていることから、親会社及びみ

ずほグループ他社との関係において当社の自由な事業活動が阻害

される状況になく、また、親会社との役員の兼任状況も、独自の

経営判断を妨げるほどのものではないため、親会社からの独立性

は確保されていると考えています。なお、当社は、グループの一

体的運営や人材・ネットワークといった経営資源の全体最適を実現

し、「変革」プログラムへの取り組みを加速することで、「グループ

力」を一段と強化することを目的として、株式交換により株式会社

みずほコーポレート銀行の完全子会社となることを決定し、株式交

換契約を締結しております。 

 

 



 

ｄ 支配株主等との取引に関する事項 （自 平成 22 年 4 月 1日  至 平成 23 年 3 月 31 日） 

 

関係内容 

属性 
会社等 

の名称 
所在地 資本金 

（百万円） 

事業の

内容 

議決権等

の被所有

割合(％)
役員の

兼任等 

事業上

の関係

取引の 

内容 

取引金額 
（百万円） 

 

科目 期末残高
（百万円）

45,989 
注 1 

短期借入金 67,700
資金の 

借入 
1,000 長期借入金 194,100

前払費用 －

資 金

の 借

入 
借入金 

利息 
3,985 

未払費用 360

有価証券

の購入 
4,123,434 約定見返勘定 50,118証券

取引

等 
有価証券

の売却 
2,973,736 約定見返勘定 30,354

被債務 

保証 
409,612 － －

親会社 

株式会社

みずほコ

ーポレー

ト銀行 

東京都

千代田

区 

1,404,065 

銀

行

業 

直接 

59.45

転籍

（受入）

4人 

被債

務保

証注 2 保証料 82 未払費用 21

（取引条件及び取引条件の決定方針等） 

資金の借入、有価証券売買取引および被債務保証の取引条件は、市場金利等を勘案して決定しており

ます。 

注 1)短期的な市場性の取引につき、月末平均残高を記載しております。 

注 2)被債務保証は、ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラムに関するキープウェル契約に

基づくものであります。 

 

ｅ 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 

 

親会社である株式会社みずほフィナンシャルグループ及び株式会社みずほコーポレート銀行をはじめとす

るみずほグループ他社との取引について、内部牽制体制を含めた取引条件のチェック体制を構築しておりま

す。具体的には、みずほグループ他社との取引について、社内諸規程等に基づき、通常の取引条件と比べて

当社に不利益を与えるような条件で取引を行うことのないよう、取引所管部が自らチェックするとともに、

コンプライアンス所管部署がモニタリングによって牽制する体制を構築しており、少数株主の保護に反する

取引が行われていないことを確認しております。 

 

以 上 


